
包括連携協定の効果的な活用について（協働の原則） 

 

【答申の内容まとめ】 

① 協定締結企業等への連携・協力するメリットが享受できる仕組みの構築 

② 定期的な連絡により、協力しやすい関係性の構築 

 

【答申の対応について】 

① 協定締結企業等への連携・協力するメリットが享受できる仕組みの構築 

→ 包括連携協定における、締結企業等の取り組み内容について、市公式ホームペー

ジ、及び市公式 SNS への配信を開始した。締結企業等の取組が、広く市民に周知さ

れることで、企業イメージの向上につながるものと考えている。 

  また、８月２４日には、協定締結企業等の意見交換会として、情報共有や懇談を

行った。締結企業担当者同士での懇談も密に行われており、大変有意義だったとの

声があった。今後も定期的な開催を予定している。 

 

② 定期的な連絡により、協力しやすい関係性の構築 

→ 例年、４月１日時点の協定の締結状況の確認を実施しているが、その際に、協定

締結企業等の担当者との連絡先を確認する項目を追加し、新たに集約することにし

た。 

このことにより、協定内容に変更がなくとも年に一度は協定締結企業等との連絡

を取る必要が生じるため、協定の形骸化の防止に繋がるものと考えている。 

 

【今後について】 

  今後も取り組みを継続し、年に一度は意見交換会を行い、各企業からの声を聴く機会

としたい。また、締結企業等からの意見をより反映して、適宜改善して運用していきた

い。 

別紙４ 


